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要約：
子育て期における騨的支援施策のあり方を探るために、この問謹に深いかかわりのある分野の7人の餓者に対

し定、デルファイ法によるオピニオン調査を実施した。その結果・子育て費用の負担者としてr保護者」及びr国・

自治体』の負担を重視する一方で、「企業』や「労働者一般』の負担を軽減すべきであるとする方向に被調査者の意

見鞠が行漁た．r経葡支概態」についてはr鰹除↓方式での繍的趨が行われるのではないカ’と予魍
る回答が多かった一方で、個人的期待としては「税控除」と「社会保険』を希望する意見がほぽ拮抗したじ

以上の調査結果と現状分析とにより、①各家庭の就労形態にかかわらず・子育ての経済的支援を行うこと。②その

際、税制度と社会保障制度との連携を強化すること。その上で・③民間サービスを含む多様なサ〒ビスメニューの中

から利用者側が利用すべきサービスを主体的に選択しうる仕組みを整えること。④サービス提供主体に対して措置費

や鞭として公から鹸流れ い聯と・纏由でサービス撒主体に流れていく欝金とのバランス轡討

する尋との必難を聯した・ 　 　　　　　　　
lr
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1、研究目的

　厚生科学研究の助成を受けて昨年度行ったr家庭機能

にかかわる経済的支援の展望」の継続研究として、今年

度は経済的支援施策の方向性に関する調査研究をデルフ’

アイ法調査を用いて行った。

　昨年度の研究においては、（1）子育てのどの時期にどの

程度の経済的負担がかかっているのか、（2）その経済的負

担をまかなうために各家庭はどのような手段をとってい

るのか、（3）諸外国の経済的支援はどのような内容である

のかという視点から現状把握をまず実施した。その結果、

①子育て費用を確保するために他の生活費を削る傾向が

見られたこと、②特に負担感の大きい教育費においては

出産直後から教育費確保のための貯蓄が行われ始めてい

ること・③主要国においては各家庭の所得の多寡にかか

わらず義務教育終了時まで経済的支援が行われている点

が明らかになった。その上で・ 今後の経済的支援の方向

性として、④社会保険制度に基づく子育て支援の仕組み

を作れないであろうかという点から家庭福祉保険制度構

想を提案するとともに、⑤公的制度と私的制度の連携に

ついての検討をおこなった。また、⑥経済支援の受け手

が親であることによる子どもの自立という発達課題への

影響につい宅も若干の指摘を行らた。D

　今年度の研究においては、昨年度行った現状把握を前

提としたうえで、今後の施策の方向性を探りたいと考え

ている。特に、今回の研究においては、咋年度の研究結

果のうち・（1）子育て費用を誰がどのような割合で負

担すべきか、（2）子育てに伴う経済的支援の形態にっ

いて、その将来像を探ることを主たる目的としており、

そのための手段として以下に述べるデルファイ法調査を

実施した。

H、研究方法

（1）デルファイ法調査

　政策目標の設定方法としては、①外国の状況との比較、

②老人福祉や障害者福祉など他の福祉分野における政策

内容との比較、③現在あるサービスメニューを利用でき

ない人がどのくらいいるのかに関する待機者リストによ

る追加資源量の把愚④大量調査による政策策定根拠の

証明、⑤専門家に対するヒアリング等が挙げられる2》。

　今年度の研究においては、⑤専門家へのヒアリングを

行い、その結果を整理・分析することにより、今後の経

済的支援の方向を検討するという研究手法を採用した。

デルファイ法調査は、⑤専門家へのヒアリングに属する

政策目標策定手法の一つであり、ヒアリング結果をでき

るだけ客観的に分析しようとする試みの一つである。

　デルファイ法調査を含めたこれらの政策目標設定手法

は、ソーシャルワーク援助技法の一分野としてトロップ

マン（Johh』E・費Q㎜an）、ジャシソン（BruceS．Jansson）

らによって開拓的研究が進められている状況にある3，。

したがって、研究手法としてはまだ成熟しているとは言

えない段階にあるが、政策目標の設定という将来予測を

伴う検討課題を扱う上では顛な研究方法であると考え

られる。

　デルファイ法調査は、概ね以下のような特徴を持っ。

第1に、専門家の判断に基づいてなるべく正確な将来予，

測を行うために用いられる調査方法である。第2に、同

一人物に対して同一の質問を繰り返して複数回行うとい

う調査手順を踏むという方法をとる。第3に、各回答の

際には回答結果だけではなく、その理由を説明してもら

い、その回答理由もまた調査結果として重視する。第4

に、調査を通じて意見集約をはかることを重視している

ことである。

　これらの特徴は、将来予測を会議や研究会方式で行っ

た場合の欠点であるr権威に対する服従や群衆心理」に

よって回答が歪められることを防ぐという効果を持っ。

同時に、他の専門家が行った回答結果を知ることにより、

自分の意見が蝕の専門家の意見とどう違うのかを意識し

つっ次の回答を行う際に考え直すことができる。このた

め・より正確な予測と複数の被調査者間での意見集約が

進みやすいというメリットがある。

　日本においては主に将来技術予測やマーケティングの

分野で用いられることが多く、最近の代表的研究として

は・経済企画庁総合計画局が中心となって技術系の研究

者を対象として行ったr2010年技術予測』41が有名であ

る。社会福祉の分野においても、地域福祉計画策定の根

拠としてマンバワーに関する将来必要量を予測するため

の方法としてや、入所判定基準についての複数の専門職

の間での合意水準を調ぺるためにデルファイ法調査を用

いた研究が行われて．いる5｝。

（2）調査対象者

　デルファイ法調査の性格上、調査対象を誰にするのか

は調査結果に大きな影響を与えることが予想される。し

たがって、調査対象者の選択はデルファイ法調査を進め

る際の手続きとして璽要な意味を持つ。今回の調査研究

においては、小規模な調査にとどまらざるを得ないとい

う制約のもとで、最大限子育てにかかわる様々な立場の

オビニオンリーダーを調査対象とするために、①保育界
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②育児産業、③経営者団体、④労働者団体、⑤企業労務、

⑥労働行政の6つの分野の方に被調査者になっていただ

いた。各被調査者の回答は、本人自身の意見であって必

ずしも所属分野の意見を代表しているとは言えないが・

日々め仕事の中で育まれたその分野独特の考え方が各被

調査者の回答に反映されている可能性が高いと考えて・

各分野ごとに調査対象者を選定する方法をとった。

　このうち、①保育界、②育児産業、 ③経営者団依④
労働者団体及び⑥労働行政の5分野にっいては、わが国

で相当の活動力並びに影響力を持っと評価されている代

表的な人物の中から各1名の方にお願いした。⑤企業労

務にっいては、古くから育児と仕事の両立をはかるため

の労務管理等を進めてきた企業A、及が近年これを実践

しつつある企業Bめ2社の労務管理担当の上級管理者に

お願いした。被調査者の年齢は40～50歳代であり・性別

は女性4名、 男性3名である5

（3）本調査におけるデルファイ法

　本研究においては、2001年とレ、う時点を施策の実施時

点として定めた。子育てに伴う施策を総合的に充実させ

ようとすれば、少なくともこの程度先の時点を念頭にお

かなければならないし、1 れ以上先になると、社会状況

の変化を予測することがあまりにも困難であると思われ

たからである。

　この2001年時点における子育て支援施策にまっわる将

来予測にデルファイ法調査を用いたのは主として次の2

点の理由による。第1に、将来における子育ての経済的

支援施策のあり方を探るためには、その施策が実施に移

される時点での社会状況、特に子育て環境をできるだけ

正確に把握する必要があると考えたからである。第2に、

どのような育児支援を行っていくべきなのかに関する専

門家の間での意見集約を探っていくことにより・政策案

提出後の政策策定過程での合意が得られる可能性め高い

政策案の作成を本研究においてはできる限り求めている

からである。

　また、デルファイ法調査の際に必ず行われる方法とは

言えないが、今回の調査においては次の2っの点を調査

形式に含めた。第1は、各調査項目ごとに、将来におけ

るr実際の動き」の予測と、個人的にはどのように考え

るのかというr個人的期待」の二つの側面から回答を求

めたことである。これは、r実際の動き』とr個人的期

待」の二つを各被調査者に明確に分けてもらうとともに、

その差がなぜ生じるのかを説明してもらうためである。

第2は、各選択肢間での優先順位をっけることを求めた。

これは、具体的施策を立案レようとする際には何らかの

優先順位をっけ、その優先順位が高いものから検討して

いく必要があるからである。

　次に、デルファイ法調査の特徴であると考えられる「

同じ質問紙による複数回の調査の手法」にっいて若午ふ

れたい。今回の調査ではヒアリ ングを2回実施した。デ

ルファイ法調査では第1回の回答を集計し、その集計結

果を各被調査者に提示しながら第2回の回答を求める。

しかしながら、第2回調査時に各被調査者に示す第1回

調査の集計結果の提示方法によっては、この第2回調査

の意味は異なってくる。今回め調査の場合、第1回調査

において特定の人物がそれぞれの質問項目に対しどのよ

うな回答を行ったのかにっいては集計表に示した。しか

し、その人物が誰であるか、及びどの分野の人の回答で

あるかにっいては集言俵に示さなかった。調査目的によ

づては、どの分野φ人の意見であるのかを示すこ≧は許

されると考えるが、今回は、意見集約をはかる点に重京

をおいたためこの方法を採用した・

　また｛本研究はr育児と仕事の両立のパラダイムの確

立に関するオピニオン調査」の中の一部として実施しだ。

したがっ七、質間項目及び選択肢の内容はこの調査に示

した通りである6レ。とのオピニオン調査のうち 「子育て

期の経済的負担」に直接かかわる質問項目は、 「2q　o

1年に子育て費用を主に負担すべきセクター』、「20

01奪時点における主要な経済的支援形態」の2つであ

る。したがって、本稿における結果の分析は主としてこ

の2つの質問項目に関する回答結果を中心として行うが、

デルファイ法調査の性格上、他の質問項目に関する回答

理由説明の中でも子育て費用に関する様々な指摘が行わ

れることが予想されるし、実際にも有益な指摘がなされ

た。したがって、被調査者がどの質問に対して答えたか

に縛られることなく、オビニオン調査全体を通じて経済

的支援に関する指摘があればその内容を（1）（2）の

視点から整理することを心がけた。以下、本稿において

は、デルファイ法調査による結果の分析を中心として・

主に社会福祉政策論の観点から、子育てをめぐる今後の

経済的支援のあり方にっいて検討する。

皿、研究結果及び考察

1、子育て費用を主に負担すべきセクター

　　について　［図1］

　「2001年に子育て費罵を主に負担すべき順番に番

号をっけてください』という質問に対し、「保護者」「

国 ・自治体j　r企業J　r労働者一般』の4つの選択肢間

で順位をつけてもらった。
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　その結果、「保護者」「自治体」という上位グループ

とr企業j　r労働者一般』という下位グループの2つに

大きく分けられた。っまり、子育て鷺用については「保

護者』及び「国・自治体」が主として負担すべきであっ

て・r企業」r労働者一般」が子育て費用を主として負

担するということに関しては否定的な見解が多かった。

　また、第1回と第2回における回答の変動状況を見る

と・実際の動きとしてはr国隻 自治体』の負担が増えて

行くであろうと予想している一方で、 個人的期待として

は「保護者』の負担を現状より強化すべきであろうとの

見解に向かって意見集約が行われた6

　その理由について各被調査者のコメントを見ると、r

保育所利用料は、サービス内容に比して安すぎる」（保

育界）、 「輿金労働している人とそうでない人とのバラ

ンスを考えるべきである」（労働行政、経営者団体〉と

いった考え方の人が「保護者」の費用負担増加を期待す

るという意見集約の方向を支持し燕。その一方で、r国
・自治体」の負担を増やすべきであるとの考え方の背景

には「子どもが育つためのお金は国や自治体が持っべき

であり、個人や企業に負担させることはやめるべきであ

る」（労働者団体）といった理由が挙げられた。

　この結果、、①稼得労働者と非稼得労働者との間におけ

る費用と便益のバランスの検討、②子育て費用のうちど

の部分を公的に賄うべきかに関する責任のあり方と税制
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度との関連に関する検討を行うこと等が、子育て費用の

負担に関する議論を深めていく上での前提であることが

示された。

2、2001年時点におけ巻主要な経済的支援形態にっ
　　いて［図2］

　「2q　o1年に社会的な経済援助をする場合、重要と

なるものから順番に番号をつけて下さい」という質問に

対して、「税控除」「社会保険」「手当制度」という選

択肢間での順位付けを各被調査者に求めた。r実際の動

き」に関しては、第1回、第2回とも「税按除」形式で

の経済的支援を予想する意見が多かった一方で、r個人

的期待」においては「税控除」と「社会保険」の両方が

ほぼ同じ程度に重視されるという結果であった。この結

果から、「税控除」方式による経済的支援にっいての期

待が高いこと、及び現実的にも実施可能性が高いと被

調査者が認識していることがわかった。また、　r社会保

険」方式の経済的支援については、第1回の「個人的期

待」において最も重視されているという結果で示された

ように、経済的支援の形態としてかなり有望とみなされ

ていると考えられる。しかし、第2回の「…纈際の動き』

においては最下位に位置づけられており、その実現可能

性への疑念が強く示されたと考えられる。・

　また・r手当制度」による経済的支援に関しては第2
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回のr実際の動き」において第2位に位置づけられてい

る以外は最下位である。その理由としては、r低所得者

対策の域を出ていない』（育児産業）、「常勤雇用者の

多くはまず利用できない」（労務管理企A）、「低所得

対策は育児支援とは別の領域で行うべきである」（経営

者団体〉といったようなコメントが示された。絶方、’「

配偶者控除、扶養控除をやめて、その分を手当形式で子

育て家庭に還元する方法をとったらいい』 （労働者団体〉

といった意見を持つ被調査者は「児童手当」を経済的支

援の方法として最も璽視している。

　以上のことから、経済的支援をめぐる将来像として次

のような方向性が示されたと考えられる。①「低所得対

策」にとどまらない「子育て世帯全体を施策対象とする

経済的支援施策」を各被調査者が求めていること。②そ

の実施形態としては「税控除」「手当』「社会保険」の

順で実現可能性が高いこと、③種々の控除制度、減免制

度等を統廃合して、なるぺく明快な形で制度体系を示す

ことである。

3、デルファイ法調査から得られた検討課題一

　各調査項目に関する回答結果を分析していく中で、子

育て期の経済的支援のあり方に蘭する検討をしていく際

のいくっかの論点が明らかになった◎

　「子育て費用を主に負担すべきセクター」にっいて検

討する際には、①「共働き家庭jと「専業主婦家庭』と

の間での子育ズ支援に伴う費用と便益に関するバランス、

②「親が勤務する企業」と「公的部門」との間での費用

負担に関するバランス等が検討課題となってくる。

　また、「2001年時点における主要な経済的支援形

態」については、㊨低所得対策にとどまることなく、子

育て家庭すべてに対する普遍主義的な経済的支援が求め

られてレ・ること、④制度体系を簡素にすること等にっい

ての期待が示された。

　課題及び期待として示された上記①～④を並べてみて

みると、［1］各セクター間での費用と便益に関わるバラン

スの問題1［2］制度体系をなるべく簡素化し、普遍主義化

することが将来的な方向性として回答結果に示されたと

考えられる。

4、制度形態ごとの現状と課題

　子育七に関する支援施策について検討する際の支援形

態とし淀、税制度、手当制度、社会保険制度がまず考え

られる。 もちろん、・どのようにして原資が集められるの

か、またどのように配分されるのかによってそれぞれの

制度の意味は異なる。 ここでは、 デルファイ法調査の結

果をもとにして各制度形態の現状にっいて整理しっつ・

子育ての経済的支援施策をその制度形態で行った場合に

予想される諸課題にっいて検討を行いたい。

（1）税制度

　税制度は、税負担者と納税者との関係において、大き

く直接税と間接税に分けることができる。所得税や法人

税のような税負担者と納税者とが同一の場合が直接税で

あり、消費税や酒税のように税負担者と納税者が同一で

嶽い税が間接税である。税率の面から見ると・直接税の

うち、所得税が超過累進制度をとっている一方で、法人

税、消費税、』 酒税等は均一め税率が適用されている。1

　次に』課税所得の面から見ると、給与所得者と自営業

者との間での課税所得の捕捉率がかなり異なる点を指摘

しなくてはなぢないポよ一く 「とう（10）、ごう（5）、

さん1 3）」と言われるように、給与所得者の所得が螺

ぽ100％捕捉されている一方で、自営業者の所得は半分程

度しか捕捉きれていない状況にある。この所得捕捉率の

差は所得税額に反映するとともに、所得税を基準に算定

される保育料等の福祉サービス利用時の自己負担額の決

定の際も、自営業者の自已負担額が低めに設定される傾

向をもたらしがちである。r

　このようなく給与所得者と自営業者との間の不公平を

極力なくしていくためとともに、給与所得者の諸経費を

勘案するためにギ基礎控除制度が設けられている。この

基礎控除制度は、税制度上、粗収入から所定Φ金額を差

し引くことによっ七、課税所得を低下させる効果を持つ

税控除制度の一種であるら・基礎控除制度が主として、給

与所得者と自営業者との間での不公平感をやわらげる目

的を有しているのに対しで・配偶者控除や扶養控除は不

公平感をやわらげる効果とともに、生活支援という性格

を有している。したがって、現行税制度上、子育ての経

済的支援施策は主としてこの配偶者控除や扶養控除制度

等によって行われていると考えられるη。

　これらの各種所得控除制度のうち、子育ての経済的支

援という研究課題からは、配偶者控除｛特別配偶者控除、

扶養控除、扶養控除（特定扶養親族分）の各制度がクロ

ーズアップされてくる。しかし、これらの控除制度は全

て所得控除の形態で行われている。つまり、課税所得を

下けることにより所得税額を低下させるという税負担形

式を採用しており、住宅取得控除や配当控除に見られる

ような税額自体を低下させる税額控除方式を採甫してい

るわけではないσ

　このため、同じ35万円の所得控除が適用されても・ 限

界税率が30％め場合（課税所侮600万円超～1000万円）に
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は10万5千円の税負担軽減がある一方で、限界税率が10％

の場合（課税所得300万円以下〉には3万5千円の税負担の

軽減しかない。っまり、高額所得者ほど所得控除による

恩恵をより多く受けることができる一方で、低所得者に

は低く・さらに課税所得以下の家庭は、所縛控除制度に

よる恩恵を受けることが全くできない。

　また、子どもが高等教育を受ける時期における親の教

育費負担を軽減する制度として扶養控除制度（特定扶養

親族分）がある。この時期の親は若い時期に比べて給与

所得が上がっている可能性が高熔ので、所得控除制度に

よる恩恵をより多く受けることができる。したがって、

所得控除制度下における経済的支援に乳幼児期の経済的

支援という側面よりも、高等教育を受ける時期に合わせ

た経済的支援としての性格が強い。

　したがって・も1し、乳幼児期における子育ての経済的

支援を税制度形態で実施しようとするのであるならぱ、

何らかの形で税額控除制度を導入する必要がある。たと

えば、乳幼児1人あたりいくらといった税額控除を行う

制度を採用することなどが考えられる。

（2）手当制度

　所得控除制を中心とする税制度が高額所得者に有利で

ある一方、手当制度の中心は比較的低所得な家庭である。

①扶養親族の数、②所得、③サラリーマンなのか事業所

得者なのかといった点から児童手当対象家庭が決定され、

④満3歳未満の子どもの数によって支給額が決まる。

　①及び④により多子家庭への経済支援対策としての性

格を児童手当制度がある程度は持っていると考えられる。

しかし・子どもの年齢を3歳未溝に隈定しているので多

子対策としては子どもの人数が限定されてしまいがちで

ある。このため、②から導かれる低所得対策としての性

格や、③から導かれる所得捕捉率の格差是正といった側

面を重視している施策であるといえる。

　特に、累進税制度上での所得控除制度によって比較的

恩恵を受けることが少ない低所得層に対して児童手当形

式で現金給付を行うことにより、逆再分配的側面を有し

ている扶養所得控除制度の修正を行っていると考えられ

る。所得税上の扶養控除制度と、この特例給付を含む児

童手当制度とを合わせると制度上の欠点を互いに補い合

っていると考えられる。もちろん、受給年齢、手当額と

いった点についてのコンセンサスが徐々に形成されてい

く必要はある。ただ、もし児童手当をより充実していく

ことが可能であれば、デルファイ法調査結果にも示され

たように、子どもの年齢や人数、親の所得にこだわらな

いで・普遍主義的な児童手当制度の充実が望まれると考

えられる。

　しかしながら・財源負担という点からみると、現行の

児童手当制度の財源の出所については問題があると考え

る。すなわち、被用者の場合、現行の児童手当財源の7

割は事業主によって負担されている状況にある。この7

割の事業主負担はどのような意味を持っているのであろ

うか。負担がそれだけ多いということは、事業主がそれ

だけ多くの責任を負っているということが財源負担割合

に示されていることになる。しかし、被用者の子育てに

対する経済的支援のうちの7割の責任が事業主集団にあ

るとは考えられない。

　企業活動を行う上で、従業貝に子どもがいるかいない

かは二の次である。確かに、従来から大企業を中心とし

て扶養者手当等が支給されているが、これは各企業が従

業員の生活を守ることによって、より優秀な人材を確保

するために行っているのであって、公的に強制する制度

とは意味が異なる。したがって、今日の児童手当制度の

ような強制拠出形態での児童手当制度は、少なくとも個

々の企業にとっての直接的メリットはなく、児童手当を

支えるために、企業の収益から強制的に徴収している制

度であると考えられる。この強制徴収制度は、雇用して

いる者の標準報酬月額をもとに拠出金という名で行われ

ているが、給付の受け手は低所得家庭に限定されるため、

一種の所得再分配効果がこの制度を通じて行われている

といえる。

　しかも、その拠出金は児童手当及び児童健全育成にか

かやる費胴に使用目的炉限定されているので、一種の目

的税的性格を有して琳る。自動車重量税のように、負担

者と受益者とが一致しているのであれば、目的税的性格

が強い拠出制度をとることを認めやすい。しかし、児童

手当拠出金のように、拠出者と受益者とが異なる場合に

は認めにくい。直接的な受益者とは考えられない企業の

負担に依存するという仕組みを採用している限り、児童

手当制度は不安定であると指摘しなければならない。実

質的な納入経路は変わらないとしても、児童手当拠出金

分を給与に上乗せし、その上で給与の一部分を企業が一

括して国庫に納めるという形式を採用すべきである。こ

れを企業会計における労働費用上で考えれば、「法定福

利費』が減って同じ額だけ「現金給与』部分が増えるこ

とになる。結果として労働者の可処分所得は増えないし、

各企業の労働費胴も減らない。しかし、子育て期の経済

的支援の里要な柱である児童手当の財源の多くを企業の

直接的負担に依存するという仕組みではなく、国民の相

互扶助的側面の強い制度として位置づけることができる。

もちろん、児童手当における企業と給与所得者との適切
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な責任割合に応じて「法定福利費」経由部分と「現金給

与」経由部分の割合を調整していく必要はある。このよ

うに児童手当の拠出部分を弩えていくと、 昨年度の研究

において示した児童家庭福祉保険と児童手当とがその実

’態においてかなり近いものであると理解しうるガ

　今後の財政改革の進行いかんによっては｛社会保障分

野を中心として、支出と財源とを明示した財政運営方針

が徐々に普及していく可能性が高い。このため、子育て

支援関連の財源を検討する際もいままで以上に、．拠出も

しくは負担の理由及び責任の所在等を明確にする必要が

ある。・その一方で、制度体系の側面から見れば、税制度、

手当制度～ 社会保険制度等の境目が徐々に不明瞭になっ

ていくと考えられる。したがって、子育ての経済的支援

について検討する際には、 税と社会保障との連携を強化

するとともに、各セクターの役割や責任の配分といった

観点からの考察が重要であると考える。

（3）社会保険制度

　社会保険制度は、保険という言葉が含まれていること

からも分かるように、．拠出に基づく給付を原則としてい

る。しかし、民間の保険が拠出額に応じて予想給付額が

決定されるのに対して、社会保険制度には、雇用主や国

の拠出があったり、加入者によって拠出と給付が必ずし

も一致しない点が多々見られるように様々な修正が加え

られている。それは社会保険が、国民の生活を保障する

という国の政策目標を達成するための手段の一っとして

制度化されている為である。

　子育ての経済的支援を主たる目的とした社会保険制度

は現状では存在しないが、既存の社会保険制度において

も、結果として子育ての経済的支援に結びっいている制

度がある。したがって、ここでは、この既存の制度によ

る子育て支援について整理した上で、昨年度提案した児

童家庭福祉保険制度に関する調査結果にっいて述べたい。

　育児期は子どもの病気などで病院とのかかわりが深い

が、医療を受けるための費用の多くは健康保険1こようて

まかなわれている5・この健康保険は社会保険であるので・

保険と給付の関係を前提とはしているが、子ども自身が

健康保険料を拠出してわけではない。子どもが健康保険

による給付を受けることが出来るのは、子どもの扶養者

が健康保険に被保険者として拠出しているからである。

しかも、子どもの扶養者が拠出する保険料は扶養する子

どもが何人いても同額である。．したがって、子どもが健

康保険の被扶養者として健康保険による給付を受けるこ

とができる根拠はζ健康保険被保険者によづて扶養され

ている者という資格が健康保険の制度上で健康保険によ

る給付を受けられる者として認められていることによる。

この結果、健康保険を通じて、子どものいない家庭から

子どものいる家庭に対して所得移転が行われている。同

様に、健康保険制度に含まれている出産手当金、分娩費、

育児手当金などの給付も子どもの恥ない家庭から子ども

のいる家庭に対する所得移転であると考えられる。

　健康保険ほど直接的ではないが、年金制度においても、

被扶養配偶者の基礎年金拠出部分を被用者年金制度から

支出される仕組みになっているので、共働き世帯から親

の一方のみが働いている世帯に対しての所得移転が行わ

れている。間接的とはいえ、乳幼児を育てている子育て

家庭のうち、 一方が被扶養者となっている家庭はこの年

金制度を通じて所得移転の恩恵を受けている。

　既存の社会制度を通じても、上記のようにある程度の

子育ての経済的支援が行われていると考えられる。その

移転の程度が社会的公正の視点からみて妥当か否かにっ

いては種々の意見が錯綜している6錯綜しているが故に、

どのような子育て観を持っていたとしても経済的支援の

内容に大きな差が出ないような子育ての社会的支援の仕

組みをより明確に打ち出す必要性が感じられる。この考

え方に沿って、前年度の研究において児童家庭禰祉保険

制度を提案した。この児童家庭福祉保険制度にっいては、

今年度調査におけるヒアリ ングの際に感想を求めた。、

　その結果、 制度の主旨に賛同する意見は多かったが、

実現可能歪生という点からは悲観的な意見が出された。特

に、①給付を受けることに対する偶然性がかなり弱いこ

と、②保険給付の対象をミニマムなものに隈定する必要

があること等の視点からの指摘は今後の検討課題として

重要であると考える。

（4）各セクター闘の費用負担

　子育ての経済的支援を実施するためには・誰かがその

負担を行わなければならない占さきに示したデルファイ

法調査の結果からも読み取れるように、どのセクターが

今以上に負担すべきかにっいては「保護者」「国・自治

体」に対する期待が大きく《また実際の動きとしても 「

保護者」「国・自治体」の負担が今以上に増えるであろ

うと予想している回答が多い。その一方で、・r企業』r

労働麿・一般」からの負担を増すぺきだという声はほとん

ど聞かれなかった。っまり、子育てに関わる経済的負担

に関 しては、「国・自治体」という公的部門と 「保護者」

という個人レベルとの間での責任分担を考慮すべきであ

り、「企業」単位で子育て費用を賄うという仕組みや、・

労働者同士の間での相互扶助的な経済支援の仕組みを構

築すうという考え方には否定的な意見が多かったことに

97一



日本総合愛育研究所紀要　第29樂

なる。

　このことは、経済的支援の視点から見た負担に関して

はr企業」の負担を増やしたり、子育て期以外のr労働

者一般」の負担を現状よりも増やすことによって成立す

る子育て家庭への経済的支援施策を講じることは困難で

あることを示していると考えられる。しかし、この考え

方はあくまでも現状の制度体系下での今後の費用負担の

可能性を予測するものである。したがってたとえば、何

らかの経済的支援施策をr企業」r労働者一般』の負担

増を前提として行うとするならばく他の支援施策におけ

る子育て家庭の負担増もしくは「企業J　r労働者一般」

の負担減と抱き合わせる形での施策展開が必要であると

考える。また、経済的負担という面での子育て支援を「

企業」が行い難いのであるならば、フレックスタイム、

育児休業、育児時間制度といった人事・就労制度の面か

らの子育て支援をr企業」の責任として明確に位置づけ

ることが必要であると思われる6

IV、本年度の結論と今後の課題

　同じデルファイ法調査における育児支援の内容に関す

る設問に対して｛各被調査者は「各家庭が主体的に育児

支援サービスを選択しうるように多様なサービスを用意

しておくこと』の必要性を指摘しているφこの指摘と、

経済的支援に関する回答結果分析を経て得られた111［21

とを合わせると、「普遍主義的な経済的支援を前提とし

た、育児支援サービスの選択的利用』という「経済的支

援』と「マンパワーによる育児支援サービス提供」とを

組み合わせるという形態での育児支援体制のあり方が求

められているのではないかということが調査結果に示さ

れたと考える。

　つまり・今後の施策を検討する際の重要なキーワード

として「選択」という言葉が浮かんできたわけである。

特に、20歳代から30歳代あた りの子育て世帯においては、

今後、仕箏と育児に関する選択の幅が従前以上に拡がる

と予想される。また、周囲の人間もその個人的選択を認

める可能性が高まっていくと考えられる。その結果、子

育て支援施策を提供する立場からみると、民間営利企業

・によって提供されるサービスを含めて㍉より多様なサー

ビスメニューを用意していくことが必要となろう。そし

て利用者の側から見れぱ、このように用意された多様な

サービスメニューの中から各家庭にとって必要な施策を

各家庭自身が選択的に利用するという形態が一般化して

いくのではなかろうか。

　さらに・利用者側の選択を重視するとすれぱ、現行措

置費制度と利用者負担のバランスについての再検討が必

要になろう。たとえば、措置費として国や地方自治体か

ら社会福祉法人等ぺ直接流れている公的資金の一部を利

用者側に現金給付形態で支出し、利用者の選択に基づい

てサービス提供主体へ利用料として納入されるという金

銭の流れを検討すべき時期にきていると思われる。つま
り、 福祉サービスの提供に伴う経済的支援の給付先を社

会福祉法人等の団体単位中心から、家庭や子ども自身と

いった個人単位に「一部」移行させることによって、サ

ービス提供主体と利用主体との聞におけるサービス内容

に関する調整が行われやすくなるのではないかと考える。

しか しながら、措置基準や特別保育事業にかかわる補助

水準が必ずしも充分ではない以上、現行の措置基準のま

まで金銭の流れを変更させることは、施設経営の不安定

要素を拡大させる可能性が高い。1このことはサービズ水

準の低下に結びっきかねない。したがってこのような弊

害を極力押さえるために、①措置基準や補助水準をある

程度上昇させた上で、②補助金の流れの「一部」を個人

単位に移行させるという順序の手続きをとる必要がある。

さらに、この「一部」がどの程度であるのかについては

充分な検討を進めていく必要があろう。

　この個人単位への経済的支援の方法として、 措置費制

度にかかわる上記の方法の他に、社会保険方式、税制度

方式、手当制度方式等が考えられる。今回の調査結果に

よると「実際の動き」としては「税控除」「手当制度』

「社会保険」の順番で実現可能性が高いとの回答に意見

集約が見られたが、「個人的期待」としては「税控除」

と「社会保険」を望む声力汚螢かった。

　前年度の研究において提案した児童家庭福祉保険に対

する評価については、その考え方においては賛同を得る

ことができたが、実現可能性においては高い評価を得る

ことはできなかった。今後、 税制度や手当制度との関連、

及び老人介護問題等との組み合わせを考慮しっっ検討を

進めることが必要であろう。たとえば保険制度を中心に

考えてみても、①「社会保険」としてではなく、自動車

事故の損害賠償責任保険のように、政府が強制保険の枠

組みを作り、その枠組み内で運営を民間保険会社に任せ

るという方法ωや、②育児支援と介護に関する私保険に

加入して拠出金を払い込んだ場合には、その拠出金額相

当分を税控除の対象にする事などが考えられる。さらに、

③強制加入の部分と任意加入の部分とを組み合わせるこ

とによって様々なバリエーションを構築することが可能

である。

　このように、 子育てに伴う経済的支援にっいてはいく

通りもの方法を考えることができる。しかし、どのよう
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な経済的支援の仕組みを組み立てていくにしろ、「経済

的支援」の結果生じた可処分所得を、子どもの成長発達

に生かせるような方法で利用していけるための条件整備

を行っていくことを忘れてはならない。今回の研究にお

ける検討課題とはなっていないが、今後の研究において

はr経済的支援」をr適切な育児支援サービス』に変換

し得るような子育て支援システムを明らかにしていく作

業を、経済的支援のあり方と並行して行っていく必要が

あると考える。

　子育て支援施策として用意されるべきサービスメニュ

ーのうち、①どの部分を国や地方自治体が用意すべきか、

②育児産業に適した音附は何か、（鉛業力源畠禾唖厚生とし

て提供しうるサービスは何か等に関する養任と提供主体

等に関する点に関しては、様々な立場からの議論を継続

的に行っていく必要がある。特に、公私の役割分担に関

する責任主体論とともに、現金給付・現物給付ωといっ

た政策形態論を含めた議論の展開が不可欠であろう。

　現時点では特に、①主として国・自治体が実施すべき

サービスと育児産業が提供する方が望ましいサービスと

をその二一ズ内容、実施可能性等を考慮しっつ検討して

いくこと、②経過措置としては、企業の福利厚生部門、

民間サービス等が参入していく状況を厚生行政の立場か

ら見っめ、民間企業等とともにその将来像を描いていく

こと、そして③これらのサービスの質を最終的に決定す

ると考えられる育児支援に従事する者の質の確保に関す

る対策をはかることの3点が公的部門から見た育児支援

充実に関する優先的課題であると考えられる。

　従って、今年度の調査研究の結果示された「普遍主義

的な経済的支援を前提とした、育児支援サービスの選択

的利用」ということを、子育て支援施策の基本的考え方

に据えるとするならば、（D経済的な支援の内容に関する

具体的検討とともに、②各家庭がどのサービスを利用す

るのかを自ら選択していくその選択過程自体を支援し得

る専門的知識・技術10，にっいての検討を深めていくこと

が今後の研究課題として挙げられる。

　本研究は、平成4年度厚生科学研究費による家庭・出

生問題総合調査研究「家庭機能に関する研究：家庭養育

機能及び家庭に対する社会的・公的支援に関する研究』

の一環として行ったものである。
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